


一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の標準適用方法

第1． 車種区分
大型車、 中型車、 小型車、 コ ミュ ー タ ー車の4区分とし、 区分の基準は次のとお

りとする。

大型車・・ ・・ ・・ ・・ 車両の長さ9メ ー トル以上又は旅客席数5 0人以上

中型車・・ ・・ ・・ ・・ 大型車、 小型車、 コ ミュ ー タ ー車以外のもの
小型車・・ ・・ ・・ ・・ 車両の長さ6メ ー トル以上8メ ー トル以下で、 かつ旅客席

数33人以下
コ ミュ ー タ ー車 ・・ 車両の長さ6メ ー トル未満で、 かつ旅客席数14人以下

第2. 運賃

1. 運賃の種類
運賃の種類は、 時間・キロ併用制運賃とする。

2. 運賃の計算方法
運賃は、 以下の計算方法 により計算した額を合算する。

(1) 時間制運賃
① 出庫前及び帰庫後の点呼・点検時間（以下「点呼点検時間」という。）とし

て、1時間ずつ合計2時間と、走行時間（出庫から帰庫までの拘束時間をいい、
回送時間を含む。 以下同じ。 ）を合算した時間 に1時間あたりの運賃額を乗じ
た額とする。

ただし、 走行時間が3時間未満の場合は、 走行時間を3時間として計算した
額とする。

② 2日以上 にわたる運送で宿泊を伴う場合、 宿泊場所到着後及び宿泊場所出発
前の1時間ずつを点呼点検時間とする。

③フェリ ー ボ ー トを利用した場合の航送 にかかる時間（乗船してから下船するま
での時間）は8時間を上限として計算することとする。

(2) キロ制運賃
走行距離（出庫から帰庫までの距離をいい、 回送距離を含む。 以下同じ。）

に1キロあたりの運賃額を乗じた額とする。
(3) 運賃計算の基本

① 運賃は、 車種別に計算した金額の下限額以上とする。
② 運賃は、 営業所の所在する出発地の運賃を基礎として計算するものとする。

3. 運賃の割引
(1) 身体障害者福祉法、 知的障害者福祉法及び児童福祉法の適用を受ける者の団

体に対する割引については、届け出た運賃の下限額を下回らない額を限度とす
る。

(2) 学校教育法 による学校（大学及び高等専門学校 を除く）に通学又は通園する者




